第９回足立区居住支援協議会議事録
事務局　皆様、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただきます。
本日はお忙しい中、第９回足立区居住支援協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、本日、司会を務めます、住宅課長の金澤と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、次第の１にございます「委員の委嘱」をさせていただきます。４月の人事異動による委員の変更がございます。

足立区社会福祉協議会は山本基幹地域包括支援センター課長様に変更となりました。

また区職員は千ヶ崎福祉部長、半貫高齢者施策推進室長に変更となっております。以上３名の方が新しい委員になっております。新たに委嘱させていただく委員の方々及び庁内委員には委嘱状を机上にて交付させていただきました。

今後、区の居住支援の取り組みにつきまして、ご意見を頂きますようお願い申し上げます。
続きまして、次第２出席者のご紹介をいたします。

足立区居住支援協議会会長　酒井雅男様。
副会長　白川泰之様。

訪問介護部会顧問　小川勉様。

東京都宅地建物取引業協会第３ブロック足立区支部幹事　青田明子様。

全日本不動産協会東京都本部城東第一支部支部長　風祭富夫様。

足立区民生児童委員協議会第７合同花畑地区会長　鈴木由美子様。

足立区基幹地域包括支援センター課長　山本武史様。

足立区社会福祉協議会様は花本委員から山本委員に代わりましたので一言ご挨拶をいただければと存じます。

山本委員　改めまして、足立区社会協議会基幹地域包括支援センターの山本と申します。前任の花本より、異動の関係で、今年度より委員として着任させていただいております。包括支援センターという業務の中で関わらせていただく形になると思うんですけど、私自身も居住支援協議会については初めて参加させていただくということもありますので、いろいろとご意見ご参考にさせていただきながら、勉強しながら進めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
酒井会長　山本様ありがとうございました。

続きまして、区職員の委員を紹介します。
工藤副区長です。
千ヶ崎福祉部長ですが、所用により欠席となります。
真鍋都市建設部長です。
半貫高齢者施策推進室長です。
田中建築室長です。
また本日は令和６年度の取組等について説明のため福祉まるごと相談課から、大北課長と川津係長、中部第一福祉課および生活支援推進課から高野課長と小林主査の出席をいただいております。

以上、区職員は９名となります。

最後に、ＵＲとの取組み紹介について、居住支援法人白寿会会田様にご出席いただいております。よろしくお願いいたします。

続きまして、酒井会長よりご挨拶をいただければと存じます。酒井会長よろしくお願いいたします。
酒井会長　皆様おはようございます。若干雨っぽいんですけども、晴れていくように、元気いっぱいな議事進行に努めていきたいと思います。居住支援協議会は、足立区の地域包括ケアの住まい部会から新たに作り上げられたものですが、その主たる事業は、お部屋探しのサポート事業です。サポート事業は当初は高齢者の一人暮らしの方のサポートというところから始まったのですが、地域包括ケアの一つのシステムとして広がりを見せてきていると感じます。本日はその広がりの現状についてのご報告や居住支援協議会自体の大きな与えられた役割についての新たな取り組みと、そういったものについて皆様と協議してまいりたいと思います。
事務局　それでは、これより第９回居住支援協議会の議事に移らせていただきます。ここからの進行につきましては、酒井会長にお願いいたします。

酒井会長　それでは居住支援協議会の議事を進めてまいりたいと思います。まず始めに、事務局から本日の資料と議案について説明をお願いしたいと思います。
事務局　はい。皆様にお配りしております資料と議案の確認をさせていただきます。
お手元の配布資料の上から順に令和６年度第９回足立区居住支援協議会次第、

資料１　足立区居住支援協議会名簿
資料２　座席表
資料３－１～３　あだちお部屋さがしサポート事業の実績および進捗
資料４　令和６年度の居住支援の取組等

資料５　ＵＲ賃貸住宅を活用した自立支援スキーム

資料６　生活保護受給者へのお部屋さがしサポート事業
資料７　東京都住宅供給公社の住戸を利用した家賃低廉化事業
資料８　福祉まるごと相談課の令和６年度の取組状況
資料９　あだちお部屋さがしサポート事業の現状確認と今後の展望
参考資料としまして 足立区居住支援協議会設置要綱、第８回足立区居住支援協議会議事録
以上が本日の資料でございます。不足している資料がございましたら、事務局へお知らせください。
よろしいでしょうか。それでは本日の議事でございますが、３件ございます。
１　あだちお部屋さがしサポート事業の実績および進捗
２　令和６年度の取組等について。こちらはアからエの４つになります。
３　あだちお部屋さがしサポート事業の現状確認と今後の展望となります。
次に、マイクの使い方について、ご案内いたします。皆様のお席のマイクですが、ご発言の際にスイッチを押していただき、終わりましたら再度スイッチを押して、お切りいただきますようお願い申し上げます。
続いて、協議会の情報公開についてです。本協議会は公開を原則としております。このため、会議録につきましては区のホームページで公開させていただきます。また、会議録作成のため、録音させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。
酒井会長　それでは、議事に入る前に、委員の出席状況についてご報告お願いしたいと思います。
事務局　事務局です。この会議は、足立区居住支援協議会設置要綱第６条第２項により、委員の過半数の出席により成立いたします。本日は、定数１２名のところ１１名のご出席を頂いております。過半数のご出席を頂いておりますので、協議会が有効に成立することを、ご報告申し上げます。
酒井会長　ありがとうございます。それでは、議事に入っていきたいと思います。まず議事１についての説明を事務局からお願いいたします。
事務局　事務局の須藤です。本日はよろしくお願いいたします。それでは議事１の説明を資料３－１から３－３にて行わせていただきます。着座にて失礼いたします。お部屋さがしサポート事業の実績および進捗になります。

令和５年度の最終実績です。相談件数が３３１件。こちらの件数は窓口と電話の総数になります。

そのうちお部屋紹介件数が２９件で、成約件数ですが、年度内に相談および成約は１３件となりました。また、令和４年度の相談で翌５年度の成約を合計すると計１４件となり、成約率は４８.２％となっております。相談件数としては、前年度より７５件増となりました。

次に、前回協議会資料より報告しております、①窓口相談のみで終了した方の対応の一覧です。はじめに、区の各所管につないだ件数が７６件あります。主に生活保護や職探しが必要な方に対して、ケースワーカーや福祉部署を紹介・案内し、担当へとつないでおります。

　次に、区の所管以外の対応の方として、転居時期に余裕がある方に関してはセーフティネット住宅・公営住宅の応募、居住支援法人の紹介をするなどのアドバイスを１３１件させていただきました。

　最後に、キャンセルの８件や条件が定まっていない方の８７件ですが、親族との話し合いが不十分や本人の中で条件整理ができていない、などが主な原因となっております。

　続いて、②および③の内訳になります。お部屋紹介件数と成約件数に占める高齢者の割合は共に８割を超えております。

　最後に④未成約者の結果内容ですが、知り合いからの物件提供等により、自己解決に至ったというような状況です。

　次のページに移ります。資料３－２です。先ほどの３３１件の内訳となっております。左上のグラフが相談者の内訳です。令和４年度と同様で、本人が７割を超えております。２番目に多いのは親族ですね。令和５年度は約１２％でしたが、昨年度の約１５％から減少という傾向になっております。

　右上のグラフの転居理由ですが、金銭理由・立退き。こちらは昨年度と同様に上位のままとなっております。令和5年度で増えたのは立退きと近隣トラブル。こちらが増えております。

その下です。「世帯人数」と「何の紹介か」ですが、令和４年度から大きく変化はありません。「要配慮者区分」では低所得者が令和４年度の３４％から令和５年度は４４．７％と増加しております。「相談者の年齢別割合」ですが、やはり６０代以上が７割以上で、大多数が高齢者が占めているというような状況は変わっておりません。
続いて、資料３－３になります。今年度の４月から９月に実施した個別の相談内容になります。こちらは区職員の鈴木よりご説明させていただきます。
事務局　資料３－３についてご説明いたします。着座にて失礼いたします。令和６年度４月から９月までで、あだちお部屋探しサポート、お部屋紹介に進んだのは、８月に試験的に実施しました生活保護受給者の２件を含め、１３件でした。相談者は全て高齢者で、単身の方が１０名、ご夫婦が３組でした。
　引越しの理由は、解体による立ち退きが３件。その他としては、自宅売却、同居中の子どもとの不仲、同居していた親族の死亡により賃料を下げたいなどでした。
成約状況ですが、表のオレンジ色の部分、１３件中７件がサポート事業を通じて成約に至りました。最高齢は８５歳で、近所にフォローしてくれる親族がいる方です。成約までの最短期間は１０日でした。ご夫婦で十分な収入があり、何より早期のお引越しを希望されていました。他の方は、３週間から２か月ほどで成約しています。その中には、リフォーム完了待ちで遅くなった方も含みます。
緑色の枠の解決、これは自己解決した方ですが、担当された不動産会社からの提案を一旦断ったのち、その後条件に合う物件がなかなかなく、自ら、または親族が見つけたというものです。キャンセルの１件は、民間の賃貸住宅ではなく、やはり人の見守りがある老人ホームのようなところがよいということでした。
最後に、水色の対応中ですが、低家賃であることや設備について妥協できない方、病気で入院してしまい保留になっている方です。また、お一人は申込中で、保証会社の審査結果待ちとなっております。
事務局　最後に、資料一番下の表になります。こちらは、令和６年度より解決率を導入致しました。理由として、約３００件の相談者に部屋の紹介に至らない理由を、分類化した内容になっております。大半の方が、制度内容の説明や家族間のトラブル等について、窓口でお話をし、再考するなどしてお帰りいただいております。
住宅課としては、再来庁の予定でも３か月以上経過した場合は、一旦終了とさせていただいております。今後はこの解決率というネーミングも含めて、いろいろ協議させていただいて、報告させていただければと思います。
駆け足になりましたが、議事１は以上です。
酒井会長　ありがとうございます。それでは、議事１の協議に入っていきたいと思います。発言に当たりましては、その都度、職名もしくは氏名を名乗られてからのご発言にしていただければと思います。サポート事業に関しての実績、進捗についてのご意見、ご質問等いかがでしょうか。
では、私の方からよろしいでしょうか。サポート事業も、かなり年を経てですね、実績が積まれてきているわけですけれども、報告として、サポート事業を営むについて、非常に難しい部分があるとか、いわゆるこの事業を運営する側として、この協議会の方で皆様に知っていただきたい、そういったようなことはございますでしょうか。
事務局　はい。事務局です。そうですね、課題は結構、事務局側としては沢山思うところはあるんですが、なかなか一朝一夕で解決できないことが多く、やはり一番の事務局側としての悩みは何かというと、大家さんの理解だったりとか、部屋を貸していただく方がなかなか増えないというところをどうしたらいいものなのか。行政として何をすべきなのかというところが手探りでやっている状況かなあと思ってはおります。ただ一方でですね、これから説明していただくんですけども、福祉まるごと相談課だったりとか、今日ゲスト参加していただいている福祉事務所、居住支援法人さんという、こういったプレーヤーの方々が非常に今、増えてきておりますので、そういった方々と横連携をしながらですね、展開をしていきたいなあというふうには考えてはおります。以上です。
酒井会長　相談件数が３３１件と非常に多いんですけど、これについては何名くらいの相談担当者が対応されてるのでしょうか。
事務局　はい、事務局です。現時点では私たちの係は６名、私も含めて６名なんですけども、居住支援の担当としては、今ここに座っている鈴木という者が担当職員で１名と、その他、区の職員２名がフォローついてる形になってますので、実質は３名で窓口と電話対応をやらせていただいている状況となっております。
酒井会長　はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。
お部屋探しサポート事業に関しては、非常に運営自体がスムーズにいってると感じます。件数自体も、成約件数自体についてもコンスタントにまとめられていると思いますので、今後とも事業の運営の方をよろしくお願いしたいと思います。
白川副会長　日本大学の白川でございます。お部屋紹介の方に進んでいった事例についてはかなり成約に至っているなあという感想を持っております。一方で、先ほども事務局からも少しありましたけれども、資料３－３の下のところですね、ピンクのところで解決率というおはなしで書いてありますけども、これは、担当としては手を離れたという意味では解決なのかもしれませんけど、これ終局的に本当に解決しているかどうかはわからないので、ま、ちょっと、こういう表現がいいのかどうかですね。相談終了率がいいのか、何かちょっと違う表現をしないと、少しミスリードになってくるかなあというところ、ちょっとご検討いただきたいというふうに思います。以上です。
事務局　事務局です。今、副会長がおっしゃったとおり、相談件数に対して、成約がすごく小さく見える。ただ、必ずしもそこが、ブラックボックスで何もなされてないんではないんですよっていうことを上手に説明するためにですね、解決率というのを仮に置いたんですけれども、我々の中でも解決率って言葉、あくまでもうちサイドの話で、副会長おっしゃるとおりでございますので、今後もこのネーミングだとか、わかりやすい指標の名前というのを検討してまいりたいと思います。
白川副会長　はい、よろしくお願いいたします。
酒井会長　はい、他いかがでしょうか。
小川委員　介護協議会の小川です。今、白川委員からおはなしあった内容に近いんですが、資料３－１の説明の中で、条件が定まっていない方の対応ということで８７件、例えば②の希望条件が曖昧ってなってますけれども、若い世代で言うと、条件はしっかりもっていて当たり前だよねと思いつくんですが、相談に来る方が、例えば高齢の方で認知力が少し落ちてきてる方であったり、あるいは何らかの障がいをお持ちの可能性の方が相談に来た場合は、一生懸命話してるんだけれども曖昧になってしまうというようなこともあるのかなあというふうに思いますが、そのあたりどこまで対応していくのか。例えばお部屋探しサポート事業ということであれば、ある程度しっかり条件確定してからおはなしして来てくださいね、で、その上で部屋が探せましたよっていうことであれば、一つ完了ということになるのかなあと思うんですが、行政のサービスの一つということでとらえていくと、せっかくって言い方変ですけれども、このサポート事業がキッカケで、ちょっと独居で生活するには相当厳しいのかなであったりとか、何らか身内から虐待を受けている可能性があって、とにもかくにも部屋を探していこうという方が窓口に来ている可能性もなくはないのかなということを考えると、今日、福祉まるごと相談課長も
いらっしゃってるので、この後、何らかの連携についてのご提案というかお話あるのかしれませんが、ちょっと前段のおはなし報告を聞いていた中で、サポート事業とはちょっと外れちゃうかもしれないんですけれども、連携をうまくしていくことで、せっかく福祉まるごと相談課というものが出来てきているので、そのあたり何か今の段階で、想定されているとか計画があるのかどうかっていうの、後ほど説明する時間があるのであれば後ほどで結構ですので。以上です。
事務局　事務局です。今、小川委員がおっしゃったとおりですね、部屋についての悩みで窓口に来た方に話を聞くと、どうやら部屋ではなくて、福祉的課題を沢山抱えてるっていうのがまず入り口としてあります。そういった方に対してはうちの職員が庁内連携を取ってですね、部屋よりもまずは施設の方が良いのではないかだったりとか、親族との連携をとって、もう少し違う方向性を見出した方がいいのではないかというところを、庁内会議、係内の会議も含めて毎週やっております。そういった中で今後まるごと相談課さんとも今、支援会議というのも毎月参加させていただいておりますので、連携を取らせていただきながらですね、居住支援させていただければなと思っております。この後、大北課長の方からまるごと相談課の内容について説明がありますので、そちらの方で詳しくはと思います。以上です。
酒井会長　他よろしいでしょうかね。はい、それでは次の議事の方に入っていきたいと思います。議事２－アの説明を事務局からお願いしたいと思います。
事務局　事務局です。それでは議事２および２-アの説明をさせて頂きます。
まず右上です、資料４になります。令和６年度から実施している取組みの紹介になります。
1 です。ＵＲ賃貸住宅を活用した自立支援スキームについて、こちら既に実施済みの内容となっております。次の資料５でご説明させて頂きます。
2 は、これから実施予定の生活保護受給者のお部屋さがしサポート事業についてです。資料６の方でご説明させて頂きます。
3 は、東京都住宅供給公社と連携した取組み結果です。こちらは以前から実施している内容です。今回ご報告となります。
4 は、福祉まるごと相談課の今年度の取組状況についてです。資料８でご説明させて頂きます。
引続き、議事２－ア、右上資料５になります。次のページです。
ＵＲ賃貸住宅を活用した自立支援スキームについてです。ＵＲと居住支援法人と区の取組みの内容になっております。ＵＲの住戸を区が推薦した居住支援法人に対して、通常家賃の８割でサブリースを行うという事業です。居住支援法人は３年間の定期賃貸借契約にて、住宅確保要配慮者の入居を行います。入居後は、見守りや様々な支援を行い自立を促し、次の民間賃貸住宅へ移る仕組みとなっております。６月末にＵＲへ居住支援法人白寿会様を推薦させていただき、区に相談に来ていた方の対応をしていただきました。具体的な入居までの取組みについては、白寿会の会田様よりご説明をよろしくお願いいたします。
白寿会　居住支援法人白寿会の会田と申します。よろしくお願いいたします。今、須藤係長の方からご説明ありましたＵＲの自立支援スキームということで、足立区さんの方からご紹介いただいた方と動いてまいりました。概要といたしましては、実は、私共白寿会の方でも特別養護老人ホームございますが、近隣の別の特別養護老人ホームに入居されてる方です。ご承知の方も多いと思いますが、特別養護老人ホーム、本来であれば、いわゆる終身居られる施設ではございますが、その方に関しましては非常に喜ばしいことではありますが、いわゆるＡＤＬ生活状況が改善いたしまして、いわゆる介護度が向上いたしました。これは非常に喜ばしいことだと思うんですが、その際に、ご本人のご希望で、是非在宅復帰をしたいというお話がございました。ただ、この方の場合、一つ問題がございまして、いわゆる、年金が無いということでございます。で、貯蓄のみで生活をされておりまして、その特別養護老人ホーム、特養の方に、今まで住んでいた住居を解約して入居したというところで、住所もその特養の住所になってございますので、この観点から在宅復帰、賃貸住宅を探すにあたっても、今後どのようにしていけばいいのかというご相談が、その特養の相談員さんからも併せて一緒に考えてまいりました。
その中で、ＵＲ賃貸住宅を活用した自立支援スキームということで、在宅復帰に向けての自立の支援ということを一番重きをおきまして、ＵＲの方々、それから足立区さんとも話し合いを重ねまして、結果ですね、大谷田のＵＲ住宅の方に入居、いわゆる空きが出たものですから、そちらの方に入居が決まりました。で、今、実際に準備等々進めていきながら、タイムリーな話なんですが来週の１１月５日の日に実際に入居、お身体も入居することが決まりました。ただですね、私共居住支援法人として、先ほども申しましたように、生活、入居後の支援を注力しておりますので、そこの部分で、例えば、介護サービスの提供ですとか、そういったものも考えたんですが、なにぶんちょっと遠方だった。同じ足立区内なんですが遠方だったものですから、そちらの地域包括支援センターさん、ないしは、そこ中心に、居宅介護支援事業所、ケアマネさんも選定いたしまして、入居後には、私共とそのケアマネさんを中心に今度はその方の支援をしていこうと。併せてどうしても、貯蓄が普通に生活費として捻出していきますと、最終的にはいわゆる生活保護の受給も予想されますので、そこは私共と地域包括さんもしくは福祉事務所さん等々と連携をしながら今後は支援をさせていただきたいというふうに思っている事例でございます。以上でございます。
事務局　会田さん、ありがとうございました。区としてはですね、今回ＵＲとの取り組みがですね、第一号というか一件目になっております。こちらの取り組みをですね、いずれは、ひとり親や精神障がい者の方などの、いわゆる自立支援、ここに家という基盤を作った上で、福祉的なサービスを一緒に抱き合わせというか、入れていってですね、そういった方の社会復帰になるようなステップアップ住宅になればなあというふうに期待はしております。議事２と２-アは以上になります。
酒井会長　ありがとうございます。それではこの点についてですね、ご意見等たまわりたいと思うんですけども。私の方から質問なんですが、このＵＲとの定期建物賃貸借契約は、定期、３年間です、３年間で支援対象者が現れたら契約をするのか、もしくは事前に居住支援法人様の方があらかじめ定期建物賃貸借契約を３年間の契約をしていて、支援対象者が現れたら提供するのか、これはどういう関係なんでしょうか。白寿会さんよろしいですか。
白寿会　はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃられました前者になりまして、支援対象者の方が相談に来られてからの、その方ごとにお部屋を賃貸、貸出しをするという流れになってございます。なので基本的には空き部屋があった状態で私共の方から、相談者と相談をしまして、いわゆるリクエストシートというような形で、こういう方がいて、場所がこの辺りで、ＵＲの方にどうですかというリクエストをするという流れになってございます。
酒井会長　そうしますと、支援対象者が現れると契約をする、と。３年間の契約をすると。で、その支援対象者が１年でもう大丈夫ですと言った時には、どういうふうな処理になるんですか？
白寿会　はい、その場合にはですね、あくまでもその入居者との契約になりますので、そこで一度なんていうんでしょう、フラットな状態に、そこで終了という形になりますので、でまた新たな方がいれば、そこからまた３年間という形になろうかと思います。
酒井会長　ありがとうございます。いかがでしょうか。はい。
小川委員　度々すいません。訪問介護会の小川です。今の白寿会さんからのご説明で、年金のない方、今回のケースで、このままいくといつかは生活保護の受給ということも考えていかなければいけないのかなというお話だったと思うんですが、現状ＵＲさんで低廉８割となってるわけですね。で、例えば、生活保護を受給される３年、今回の契約期間内の３年以内に例えば生活保護を受けるであったりとか、次の更新、あるのかわかんないですけど、さらに先に行った時に生活保護を受けられた時の生活保護の住宅扶助の金額内で現在の賃料ってのが賄えているのかですね。それと、仮に賄えてなくて生活保護になった場合にはＵＲの賃料が払えなくなるので、また新たに部屋探しをしなければいけなくなるということであれば、今回のお部屋探しのタイミングよりも、３年後なのか５年後さらにＡＤＬ、認知度が下がったタイミングでもう一度部屋探しをしなければいけないというときの部屋探しをすべきなのか、今回の部屋探しをもうちょっと違う形の部屋探しをした方がいいのかっていう考え方っていうのが、なんて言うんでしょう、ありえるんでしょうかね。
酒井会長　はい、お願いします。
白寿会　はい、ありがとうございます。ご質問いただいたとおりでございます。実はそこ、私共も足立区さんも、ご本人もちょっと課題として思ってございまして、実はＵＲの家賃が５３，７００円以上の物件でございます。で、そこの部分もおはなしをしていったんですけども、まずはなかなか物件がそもそも見つからないという状況もございまして、この自立支援スキームに是非参加したいというようなこともございましたので進めさせていただきました。なので、その貯蓄が普通に生活をされて、いわゆる尽きた時、尽きる前にいくのが、これが見立てとしても１年後２年後くらいかなと思ってるんですが、その前からまた新たないわゆるお部屋探しの居住支援は必要になってくるかなというふうに考えてございます。

小川委員　小川です。というと、現時点ではとりあえず緊急避難的にというか、そういったかたちでこれを利用するっていうことになるわけですかね。
白寿会　はい、その通りでございます。
酒井会長　はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。
白川副会長　日本大学の白川です。ご説明ありがとうございました。何点かございまして、まずＵＲさんの方で空きが出て、リクエストがあって、そこマッチングできればというおはなしだったと思うんですが、これ事務局にお伺いする話かもしれませんが、ＵＲさんとしては大体戸数としては上限何戸くらいとかですね、そういう想定をまずされてるのかどうかということが一点と、あとは定期の賃貸借契約３年ということですので、これはあくまで、生活の再建と言いますか、そういうコンセプトでこの事業をやるということで、何かこう更新していってできるだけ長くということではないという、まあそういうコンセプトでよろしいかどうかっていうのが二点目。三点目は低廉ということで２割引きで借りられるということなんですが、この２割分は区の方から補助をされるということなのか、ＵＲさんの方で独自に８割で設定しますよということなのか、そのあたりよろしくお願いいたします。
事務局　はい、では事務局の方からご説明させていただきます。一点目のご質問、上限はあるのかというご質問についてなんですけども、特にＵＲから上限については伺ってはおりません。まあなかなかＵＲ住宅もすぐ空く物件ではないのでタイミングにこれはなってしまいます。逆にその入りたい方と空いた物件がちょうどいいタイミングで合えば、ＵＲさんとしては入居は問題ないよっていうふうに教えていただいております。２つ目のご質問なんですけども、このコンセプトについてなんですけども、白川先生おっしゃったとおりですね、３年間の定期借家となっております。一応最長６年間迄まで延長できるというふうにＵＲから聞いておるんですけども、基本は３年間というふうに聞いております。今回は高齢者の入居というところで、なかなかその、年金が少ない、でも、貯蓄が沢山ある。で、生活保護にはなれない。ただ、民間賃貸は借りれないという方が非常に多いんですね。ちょっと言葉を間違えるとあれなんですが、生活保護受給者になった方が、民間賃貸住宅は実は入りやすいっていうのが現実です。これが自立支援なのかと言われると少し疑問があるのかもしれませんけれども、やはり区としては見過ごせないねというところもあって、今回はこのＵＲのスキームを使わせていただいております。先ほど会田さんが言ったとおり、今後の部屋探しというのが課題となってますので、今日いらっしゃる不動産協会様と連携させていただきながらお部屋探しサポートで部屋探しを続けていきたいなと思ってはおります。３つ目のご質問、低廉についてなんですけども、こちらはＵＲが全て２割は負担をしております。元々の金額よりも８掛けとして提供していただいているっていうことになっております。じゃあそこの２割で、白寿会様の方とは見守りだったり、そういう人件費を捻出していただいてお貸ししていただいているというのが、このスキームの仕組みとなっております。以上です。
白川委員　はい、ありがとうございました。
酒井会長　だいぶ仕組みがわかってきたと思います。それでは他いかがでしょうかね。ただいま、生活保護受給者に関するものもちょっと出ましたので、次の議事の２-イですね。こちらの方に入っていってまた戻っての協議をしたいと思います。それでは議事２－イの説明を事務局の方からお願いしたいと思います。
高野課長　はい、それでは中部第一福祉課よりご説明させていただきます。お部屋探しサポート、これからこの協議会を経て来月位から事業を開始するという形になりますけれども、今までは生活保護受給者は対象ではございませんでした。それを今回入れていただくという形で、非常に便利になっていくのかなと思います。そのための流れとして、どういう流れで進めていくかということを中心にお話させていただきますけれども、先ほどお話がありましたように、８月に試験的に行って、先ほどの実績報告の中でも挙げられていたかなと思いますけれども、２件ほど福祉課の方で受けたものがありまして、１件については成立という形になっております。これを行っていくにあたって、資料６のカラー刷りのシートを見ていただいていると思いますけれども、横の連携が非常に重要になってくるかなと思います。まず受給者の方がいて、福祉課、足立福祉事務所の、区内には６か所の福祉課がございますので、そこの福祉課、あとは生活支援推進課、その６か所を束ねる課ですね、で、あと、中心になってこの会議を進めていただいている住宅課さん、不動産協会様の連携があって、初めてこの事業が生活保護受給者の方にも利用していただけるのかなというふうに考えております。で、左端に１から６まで書かれておりますけれども、まず、流れに沿ってご説明させていただきます。
　まずは対象者の方に相談シートにご記入いただくんですけれども、ご本人がなかなか書けないという方もいらっしゃいますので、必ずこの時は福祉課の担当ケースワーカーも入って一緒にこのシートを記入させていただいて、福祉事務所の内部で状況をまず確認させていただきます。２つ目のところの対象者の報告ですけれども、福祉事務所の中で決まりましたら、その担当者から生活支援推進課の方にその情報を共有させていただきます。そして、対象者の事前確認なんですけれども、３番目になります。福祉事務所と生活支援推進課と住宅課の方でこの内容について確認をさせていただいて、その後、全体が集まる機会があるんですけれども、４番目の相談会の実施になります。この相談会の実施は第２第４月曜日の１０時からと１１時からという形で設定されておりますので、毎回生活保護の方が利用するとなると、月に２回午前中はお集まりいただく形にはなっていくのかなというふうに思います。この４番の相談会実施について、希望条件、物件の情報の提供ということで、実際の受給されている受給者の方にもこの会議にはご参加いただく形になります。そして福祉事務所、査察指導員であったり、担当ケースワーカーも出席させていただきます。そして、生活支援推進課と住宅課にも出席いただきまして、不動産協会様にもご出席いただいて、状況を確認させていただく。その後、実際にお住まいになる物件の内見に移るんですけれども、ご本人、受給される方と福祉事務所、担当ケースワーカーも状況に応じて同席するような形をとらせていただきます。そして、入居情報の連絡ということで、福祉事務所と生活支援推進課、住宅課の方へ連絡をさせていただきまして、事業実績に反映させていくというそういった流れになっております。今、いろいろとご質問があって、ＵＲ様からも生活保護の関係でお話ございましたけれども、単身世帯で５３，７００円というのが住宅扶助の上限になっておりますので、そこの段階をクリアできる金額設定、ＵＲさんの方でどれだけできるのかわかりませんけれども、そういったところがまた進んでいけば、また横の連携、この中の連携の中にひとつ加えさせていただいてうまく進めることも可能なのかなという、今私の個人的な考えですけれども、金額のところでネックになっているというのが現状だと思います。
　代理納付のことについてお話します。先ほど事務局の方から生活保護受給者の方がアパート入りやすいっていうお話がございましたけれども、何故入りやすいかと言いますと、生活保護費、今言いました５３，７００円という金額を直接不動産会社に代理納付という形で区から直接家賃をお支払いすることができるんですね。そうすると、家賃が払われないということがなくなりますので、生活保護受給されているんであれば確実に家賃の滞納は無いだろうというで安心感が与えられるっていうのがひとつあります。逆に、年金をもらっている方、年金をある程度もらっている方、例えば、保護費が１０万円だとして、年金が６万円あったとしたら、残りの４万円が生活保護費になるわけですけれども、それで家賃が５万円だとすると、生活保護費で出しているものが４万円しかない場合は、４万円を本人に支給して家賃分は本人が払っていただく形になりますので、代理納付ができない世帯っていうのがあるんですね。そういった場合は代理納付が出来なくて滞納になる可能性もありますけれども、その方についてはうまく連携してちゃんと支払いができるような形で、福祉事務所のワーカーについても、フォローさせていただく形になるかなと思います。私からの説明は以上になります。
酒井会長　ありがとうございます。
事務局　中部第一福祉課長ありがとうございました。ちょっと補足させてください。元々お部屋探しサポート事業、こちらはですね、生活保護受給者を対象外としておりました。区のケースワーカーが担当としてついているということで、立ち上げ当時からは生活保護受給者に関しては福祉事務所でご対応していただくというふうに考えておったんですけれども、最近やはり窓口にご相談に来る方ですね、生活保護受給者なんだけれども、という方が非常に多くなっております。これは関係部署からご相談が来る方もやはり多いです。またですね、ケースワーカーが抱えている案件が非常に多いのが現実で、部屋探しを一緒にできないという状況になっているんですね。そういった中で、お部屋探しサポート事業という既存の事業を協会さんのお力を借りながら今後展開していければなあと思ってはおります。事務局からは以上です。
酒井会長　はい、いかがでしょうか。
私からですけれども、モデルケースとして２件、進めていただいて、資料６の下に、課題が見えてきたということで、課題について対応していっているということなんですけど、２件で課題が見えるように、これから新たに生活保護受給者へのサポートを広げていくという点で、難しい側面等あると思うんですけれども、力添えよろしくお願いしたいと思います。
高野課長　ありがとうございます。
酒井会長　他いかがでしょうか。
白川委員　日本大学の白川です。今年の通常国会終わりましたけども、社会福祉の関係の法律とあとは住宅セーフティネット法が改正をされてかなり居住支援に力を入れていくという改正内容になっております。そういう中で、生活保護法についてもですね、調整会議というのを、これは組織することができるということなので、まあやってもやらなくてもいいというものではあるんですが、この中で個々の実施機関がその地域の福祉ですとか就労ですとか教育に加えて住宅に関係する機関との連携をしていくような会議体を組織できるというような規定の新設をされております。これは来年の４月１日施行ということなので、まだ効力自体は発してないんですけれども、今回のこのスキーム見ていきますと、③のあたりとかはまさしくこういう調整会議的なものなのかなというふうにちょっと受け取ったんですけども、これについて生活保護法の改正でこうした会議の位置づけというのが法令上できましたけれども、今回の一連の事務についてはこの調整会議という法的な位置づけをしていく形をお考えなのかどうかっていうのを、ちょっと一点お伺いしたいと思います。
高野課長　はい。中部第一福祉課高野です。国の改正に伴ってこれをやっていこうという形には進んでいなくて、たまたまと言ってはいけないんですけども、生活保護世帯もお部屋さがしサポートをやっていただきたいっていう話が、先ほどの事務局の方からのお話にもあったように、やっていかなきゃいけない、議会からの要請もそういった形で声が上がっているという現状がございます。その中でこれを位置づけしていくかどうかっていうのは事務局の方とも相談していかないといけないかなあと思いますけれども、まさにそういった形で、こういった協議体が活用出来ていくのが一番ベストなのかなというふうに考えております。
白川委員　はい、ありがとうございます。せっかくこうきちっとした形を作られるんであれば、足立区として、これは法令上できるなんだけど、我々はこれをしっかりやってますよという行政としての姿勢もきちっと対外的にも示せるっていう部分もあるので、まだ施行まで時間ありますので、ちょっとご検討いただければというふうに思います。以上です。
高野委員　アドバイスありがとうございました。
酒井会長　ありがとうございます。他いかがでしょうかね。それでは次の方に進んでいきたいと思います。議事２－ウについて事務局から説明をお願いしたいと思います。
事務局　はい、事務局です。続いて、議事２－ウの資料７になります。こちらは以前から取り組んでおります東京都住宅供給公社の住戸を利用したセーフティネット住宅の公募結果となります。今回が３回目の公募となっております。前回と同様、興野町住宅・千住東町住宅・西新井本町住宅・青井五丁目住宅の４つで、計５戸の公募を実施致しました。結果、ひとり親世帯１戸の入居となりました。いろいろ課題はあるんですが、今後は、応募を増やすためにですね、新たな対象者などについて、政策経営部と協議していきたいなあというふうに考えている所存です。議事２－ウは以上です。
酒井会長　はい、ありがとうございます。この点についていかがですかね。
これはあれですかね、足立区の方で確保しているわけですね。確保していると。
事務局　はい。ＪＫＫ東京都住宅供給公社さんから５戸、専用住宅、セーフティネットの専用住宅として確保させていただいているような状況です。
酒井会長　そういった意味では、どうにか入居者確保していただければと思います。
それでは議題の次に行きたいと思います。議事２－エの説明をお願いしたいと思います。
事務局　はい、続いて、議事２－エの資料８になります。前回の協議会でですね、今年度４月から「福祉まるごと相談課」が開始するという報告をさせていただきました。開始から約半年以上がたちまして、住宅課も先ほど説明させていただきました支援会議など参加させていただいてます。今までの主な取組みになどついて福祉まるごと相談課よりご説明させて頂きます。では、よろしくお願いいたします。
大北課長　福祉まるごと相談課長の大北と申します。昨年の第８回の会議でも、私は別の課におりましたが、こういった課を立ち上げますということでご報告させていただいて、４月からそこの課長をやらせていただきました。よろしくお願いします。では資料８に沿ってご説明させていただきます。この４月からというところで、これまでは、主に生活に困窮する方の支援というところを対象としておりました、くらしとしごとの相談センターという部署が福祉部の中にありましたけれども、こちらを再編いたしまして、福祉まるごと相談課を創設しました。既存の高齢者ですとか障がい者、子ども子育て、こういった既存の相談窓口に加えて、誰でもなんでも相談できると、属性も年齢も問わないで、断らない相談窓口というところで、新たにこの４月から開設をしております。どこに相談していいかわからないような相談ですとか、とにかく話だけでも聞いて欲しいといったようなところですとか、もし区役所まで行けないと、なかなか家庭の事情、身体の事情で。でも話をしたい、電話ではちょっと話したくないとかいうことがもしございましたら、職員がご自宅まで伺って話をお聞きしますというところで、やらせていただいています。今は区役所の４号線を挟んだ別館１階でやっておりますけれども、令和７年に江北の方にすこやかプラザあだちが出来た暁には係の一部を移して、区内２拠点でなんでも相談まるごと相談をやっていくというところで予定をしております。次のページお願いいたします。宣伝も兼ねてではあるんですけれども、まるごと相談課どんなことやってるの、まるごと相談以外にというところで、自立相談支援というところで、もし生活やお仕事に困る方々の就労の準備のお手伝いをしたりですとか、例えばハローワークにも行きたいということであれば一緒に同行していったりですとか、あとはもし、お仕事する前にブランクがあって不安という方がいらっしゃれば、例えば生活リズムを整えるための訓練ですとか、そういったところも事業所を通じてやっているところです。他に、家計の管理ではなくて家計改善というところで、どうしても支出と収入が上手くいかないというところがご相談あった場合には、一緒に支出を見えるようにして、この部分でお金掛かり過ぎてませんか、というところなど見える化のお手伝いをして、アドバイス含めてやらせていただいてます。
　あと３番４番は少し専門的ですけれども、セーフティネットあだちという名前のひきこもり支援事業というところで、世代を問わず、ひきこもり状態にあるご家族の方、ご本人がいらっしゃれば、ご本人ないしそのご家族のご相談も一緒に伺いながら、相談プラス家以外の居場所というところで、居場所支援をやってるところです。　　　　この他４つ目寄添い支援事業というところで、これは自殺のハイリスクの方、希死念慮があったり、例えば漠然と生きているのが辛いという方もいれば、もう実際に死ぬ方法まで考えているといようなかなりハイリスクな方っていうところ含めて、専門機関に委託をしておりますので、そういった方々から寄添い支援というところで実施を行っております。こういったことをまるごと相談課で実施しております。
　次の３ページお願いします。この半年走らせてみての相談件数っていうところで今日８月までお示しさせていただいております。看板が変わってまるごと相談となったことから、これまでのくらしとしごとの相談センターっていうところ２月３月の特に新規の相談件数、青い線と比べますと、これまで２月が４６件３５件という新規の相談だったものが、４月以降１４９件１５１件というところで、２月３月から比べますと概ね３倍４倍というところで、相談が増えているところです。初めて区役所に来てみたっていうところもあれば、何十年ぶりに広報で見て、このまるごと、何でも聞いてくれるんだったら行ってみようと思って来た、ですとか、そういったところもあれば、逆に地域で支援に携わっている方から、ちょっとこの方の相談一緒に考えて欲しいとかっていうことで、今日ご出席の民生委員の方もそうなんですけれども、民生委員の方からも、地域で活動していて、この方の相談ちょっと一緒に聞いてもらえませんかっていうところ含めてですね、ご紹介いただくようなケースも増えてきております。ご本人からと、実際に地域で活動されてる方、両面から相談が増えてきているというところで今経過しております。
　次のページお願いします。「４　個別ケースの検討：支援会議」というところで、先ほどの会議体の部分と、これはあくまでも社会福祉法の会議ですけれども、足立区の中でも、複合・複雑化しているケースを含めて、庁内のケース会議というものを立ち上げております。まるごと相談課が事務局になって、毎月１回の定期プラス案件によっては随時もう少しメンバーを絞ったコア会議などを含めて、４月から運用しているところです。特に横連携とか言われますけれども、足立区の中の６部１５課、福祉部だけではなくて、衛生部、教育部門子ども子育て部門、あとは環境部っていうゴミ屋敷の部門ですとか、あとは今日いる住宅課、それプラス社会福祉協議会からも職員を選出して、今はまだまるごと相談課で受けたちょっと複合化してるな、これは皆で考えた方がいいなというケースを含めてが中心になっております。皆それぞれの視点をもって課題を解きほぐして、じゃあこの世帯、どう支援に繋げていこうかというところを皆で月一回集まりながら定例的にやっているところです。人ではなくて必ず課題、困りごとに焦点を当てて、この人だからどうしようというわけではなく、この世帯が抱えている困りごとを見えるようにしてというところで今やらせていただいてます。今日は高齢者の案件だから高齢部門だけ出ればいいやではなく、一見関係なさそうに見える部署でも必ず会議には出ていただいて、それぞれの視点から気づいたところは、この世帯こういうことも心配じゃないですか、ということも含めて、毎回やらせていただいているところです。
　次のページお願いします。あくまで一例ですけれども、今、どんなケースを扱っているかというところで少し概要を書かせていただきました。全てまるごとが窓口になって受けているものですけれども、例えば①②のケースのように、家族全員が何かしら困りごとを抱えているようなケースもあれば、③はいわゆる８０５０世帯という、８０代の親と５０代の独身の子が住んでいて、親が亡くなってしまって一人きりになったというようなケースもあれば、④はちょっとアンタッチャブルなところではありますけれども、母と子が不仲というところで、家族関係がなかなか難しい中でどこまで行政が介入できるかと人間関係の部分ではありますけれども、ただ子は会いたくないと、親とは。という時に、少し間に入ってですね、子の気持ち親の気持ち両方受けとめながら、親子関係がうまく続いていくようにというところで入っていたというところもあります。あとは⑧のように不登校かつなかなか生活実態がどの部署からも見えてこないような家庭がありまして、こういった時に、じゃこの世帯にどうやってアプローチしていこうかということ含めて皆で考えながらですね、突破口というか支援策というかそういったところも見出しながらやっているところです。
　特に今回の住宅の方で言いますと、今ここに挙げさせていただいたところでは直接住宅に関わるということは少ないかもしれないんですけれども、まるごと相談課で受けてる中では、家賃が払えなくなってもう督促が来てしまいました。いついつまでに退去しなければいけないです。どうしましょう。助けてください。という相談が正直多いです。ちょっと払えなくなってきて生活が困ってるんですってところよりは、もうこんな退去命令が来ちゃいましたってことを含めて多いので、何か予防的なところで引っ掛かりができればもう少し早く手が打てたのになあというようなケースが多くなってきたなあというのが実感でも感じているところです。
　次のページお願いします。最後まとめではないですけれども、まるごと相談課は何かお金を給付したり、障がいを認定したりっていう部署ではありませんので、できることとして、一緒に区民の方、もしくは庁内の支援機関を含めて一緒に考える、一緒に汗をかくという部署でやっております。足立区として、自分たち事として、チームとして何とか支援に繋げていきたいなあと思って日々動いているところです。今日ご出席の皆様も、もし日々の業務活動の中で、どこに相談していいかわからないですとか、何か話を聞いてくれる区役所の部署ないかねえとかもしお耳にしましたら、是非、相談の選択肢として、紹介の選択肢としてこのまるごと相談課もご活用いただければと思いますのでよろしくお願いします。私からは以上です。
事務局　住宅課としてはですね、今まで高齢者地域包括ケア推進課さんと高齢者の対応は一緒に二人三脚でやらせていただいておりました。それ以外の方、特にひきこもりだったりとかですね、どこに相談すればいいんだろうというところ悩んでいたんですけども、福祉まるごと相談課さんが出来てですね、そういった内容について一緒に共有できるというとても心強い仲間が出来たので今後は連携させていただけるなと思っております。以上です。
酒井会長　ありがとうございます。福祉まるごと相談課は総合窓口という理解でいたんですけれども、今担当されている事業のご説明いただいてですね、相談に来られた方の具体的な悩みに一緒に動いていくと、対応していくっていうのが見えています。こういった福祉まるごと相談課についてご質問等ございましたら。いかがでしょうか。
青田委員　宅建の青田と申します。ちょっと教えていただきたいんですが、今最後のところで、滞納者が急に来て相談が多くなってるっていうことがありましたけれども、例でいいんですけれど、その場合のご回答はどのようにされていらっしゃるんでしょうか。
川津係長　福祉まるごと相談課の川津と申します。他機関協働担当の係長をさせていただいております。差し迫った案件で言いますと、例えば個別具体的な事例で言うと、支援会議でのケース一覧⑤の事例になります。この父子家庭の支援というところで、当初どのような形で来るかというと、お金を貸してほしいっていうことで、父親だけいらっしゃいます。内容を聞くと、家賃が滞納していてもう今月中には追い出されそうだというところから話が始まります。また統合失調症もございますので、きちんと話ができるような状況ではなくて、ゆっくり丁寧に聞いていくと単純にそのどういう金額かっていうのも聞いていった中で316,000円の家賃を既に滞納していて、これを払えなければもう既に退去ということで、話が出ているっていうところから始まるので、まずは、今回は実際に滞納している側がJKKさんになりましたので、そちらの方と福祉まるごと相談課で話をして、例えば、どこまでの支払いを一旦すれば、一括はさすがにちょっと難しかったので、大丈夫ですかとかそういうところを調整させていただくのと、その先に例えば、この家庭については結果的には生活保護に繋げていったんですけれども、生活保護になるので、この間なんとか居させてもらえないですかという話をご本人を主体として、お話を寄添いながらすることで何とか回避できたという案件があります。そういった方
もいて、なかなか緊急ですぐ出ていかなくてはいけないんだけれど、まるごと相談課が絡むことによってなんとかそこで持ちこたえたっていう案件がありますってことをご説明させていただきました。
酒井会長　青田委員、よろしいですか。
青田委員　はい。
酒井会長　他いかがでしょうか。只今、いわゆる家賃が滞納しているというおはなしの中心的な問題だったと思うんですけども、この福祉まるごと相談課のその他事業は非常に広くてですね、担当される職員さんの幅広い要求される知識というものが非常に多いなというふうに思うんですけれども、こういったあたりは福祉まるごと相談課様の方では、どういうような情報をもとに、こういう支援をしていっているのかについてお話を伺えますでしょうか。
大北課長　福祉まるごと相談課です。既存の制度をうまくどう使っていくかだと、元々まるごとに求められていたものプラスこれまでの高齢障がい子ども子育てをガラポンして新たな事業を立ち上げましょうってわけではなかったんです。今ある縦の制度をしっかり使えるように、その間で落ちる人をすくっていきつつ、しっかり繋いでいきましょうというところが元々のコンセプトでしたので、まるごとがむしろ如何にアンテナを張るかっていうんですかね、っていうところにこうやらせていただいて、そこを職員にも気を付けながらやってます。先ほどの例で言うと元々はお金を貸してほしいってことで来たんですけれども、よくよく話を聞いていくと、さっきの事例でいくとお子様が不登校だったり、不登校気味だったり、もしかしたらヤングケアラーの可能性もあって、家事も担ってるみたいな話もどんどん入ってきたりして、やはりもしかしてこの家庭そもそも家賃もだけどその後ろ、しかも父子家庭ってこともあったので、見えない部分を探るというか、かもしれないっていう視点を必ず持とうってところでやらせていただいていて、その際にちょっとこの家族心配なんだけどっていうのを教育部門に繋いだりとかっていうところで話が発展していったケースもあるので、そこに如何にアンテナを張ってキャッチして、ここの部署も絡むかもしれないっていうところで動いていくっていうのを大事にしながらというか、やらせていただいているところです。あまり答えになってなくてすいません。
酒井会長　ありがとうございます。はい。
風祭委員　今お聞きしてまして、これ大変ですよね。メンタルヘルスからケアヒアコンサルから住宅支援その他にも寄添い相談まで全てをやらなくちゃいけないという本当に大変な部署だと思うんで、是非ともですね、なんとかいい方向に行くように我々も協力していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そのためにも、我々にも機会あるごとに情報いただければと思っておりますので、そんなことも含めてお願いでございます。
酒井会長　はい、心強い委員のお話ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい、それでは議事がまだ控えておりますので、次に行きたいと思います。それでは議事３ですね、こちらについて説明の方お願いしたいと思います。
事務局　議事が多くて大変申し訳ございません。この議事で終了となりますので、今しばらくお付き合いいただければと思います。資料９になります。議事３説明させていただきます。あだちお部屋さがしサポート事業の現状確認と今後の展望というふうになっております。まず表の見方ですが、左から右に、懸案事項とそれに対する過去の協議課題、課題に対する今までの対応、最後に今後の課題となっております。様々な懸案事項、今まで協議していただきましたが、主に３つご報告させていただきます。

一つ目ですが、相談者の経済的・福祉的課題についてです。今までもいくつかお話出てますけれども、解体退去等によってですね、すぐに出ていかなくてはならない。ただ生活保護基準までには至らず、かつ、年金生活者で金銭的に厳しい。こういった方などに対して、どの程度スピード感をもって対応できるのか。まあ現実的には難しいんですけども、そういった課題が多くでてきております。これは昨今の経済状況とか社会的な要因も少し影響しているのかなと思っておりますが、一つ目はそういった課題です。　
二つ目です。中段ですね。大家さんへの更なる働きかけについてです。冒頭ご質問の中で事務局としてどういった課題がありますかということの内容と重複しますけども、入居可能な部屋を増やす為に、パンフレットやチラシを作成して、不動産協会様のセミナー等に参加させていただき、周知させていただいております。しかしながら、まだ制度の理解がされていないのが現状です。また、そもそも入居自体に精神的な拒否感がぬぐえないのかわかりませんけども、入居可能な住戸というのはまだまだ少ないのが現状です。
最後に三つ目ですが、二つ目の大家さんへの協力や不安感の解消のために、保証会社との連携や新たな商品開発などを検討しております。新たな課題として、現在協定を締結させていただいております５社の債務保証会社の利用実績が伸び悩んでおります。今回ですね、新たな協定先として全日本不動産協会城東支部長の風祭様のご紹介によってですね、株式会社インシュアランスという新たな債務保証会社と協定を結ぶことに至りました。６社目になります。インシュアランスとは、足立区独自の債務保証商品の提案などについて現在協議を進めております。協議内容としては、親族がいない方について、入居者が亡くなった場合の死後事務委任など手厚い内容を盛り込まれた商品を開発できるものなのかというところと、それができることによって大家さんや管理会社の負担が少なくなるということで、入居の促進につながるのではないかというふうに区としては考えております。なかなかリーガル的な壁もございますのでそのあたりも慎重に整理していければと思っております。行政が特定の民間事業者を紹介することはなかなか難しいので、その辺りも今後の検討事項になりますが、仮に良い商品が出来たとしても、大家さんや管理会社へのアプローチ方法をどうすればよいかっていうのが課題としてやはり残っております。

最後まとめさせていただきます。
1 退去を迫られているが生活保護受給者にはなれずに、金銭的に厳しい方などに対しての対応をどうすればいいか。
2 大家さんへの働きかけによって、入居可能な物件の拡大をどう進めていけば良いか。
3 管理会社等へ、有効な債務保証商品の利用促進方法をどのように進めていけば良いか。
以上が事務局として今後大きな課題と認識しております。議事３は以上となります。

酒井会長　はい、ありがとうございます。今のこのご報告受けていかがでしょうか。
白川委員　日本大学の白川です。先ほど、福祉まるごと相談課さんの方からも話があって、住宅も含めて連携ということで進めておられるということなんですけども、懸案①と絡んでの話なんですけども、先ほども申し上げましたけども、住宅セーフティネット法が改正されまして、施行は来年の秋ぐらいだと言われているんですけども、居住支援協議会の協議事項が規定が変更されてるんですね。で、今、足立区の要綱に書いてあることが従来の規定だったわけですけども、新しく、要配慮者の方が必要な福祉サービスを利用されることについての相談に対応する体制の整備とかですね、ちょっと漠然としてますけども、要配慮者の方の生活の安定向上のための施策との連携とかですね、そういうことが新しく法律上も規定されております。ですので、それを踏まえますと居住支援協議会、足立区の居住支援協議会としても所掌事項ですかね、要綱の第２条あたりがちょっと見直しが必要になるのかなということがございますし、単に条文だけの話ではなくて、それこそ、福祉まるごと相談課さんの方で個別のケースを解決されていく中で、住宅との関係で居住支援協議会で、こういうことを福祉と繋ぐときに協議をして欲しいとか、そういうことを挙げてもらってこの場で協議をしていくっていうふうに、ちょっと変わっていかなくちゃいけないタイミングを迎えてるのかなというふうに思いまして、まあ、これをすぐにということではなくて、改正法の施行に合わせてまたこの居住支援協議会の協議事項ですとか委員構成とかも含めてですね、少し考えるタイミングにきてるのかなということで、ちょっと個別の案件から少し大きい話になってしまいましたけども、そのあたりも含めて福祉の連携ますます重要になってまいりますので、ご検討いただければというふうに思います。以上です。
酒井会長　はい、ありがとうございます。はい、事務局の方から。
事務局　白川委員ありがとうございました。おっしゃる通りですね、法律の改正がこれから行われます。特に私達、今、国の動向を注視している状況ですが、詳細はまだ明らかになっていない部分が多いんですけども、その中で、居住サポート住宅というものを設置をしなさいというふうになっております。これは福祉事務所が設置している行政というふうになっています。今までは国交省がメインでやっていたんですけども、やはり厚労省と国交省、福祉部局と住宅部局が一緒になって運営していきなさいというふうな建付けになっております。そういった中でですね、協議会の中でも要綱の内容を、福祉の部分も踏み込んだ内容にしていかなければいけないのかなと思っておりますので、その際は白川先生のほうにいろいろご意見を頂ければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
事務局　補足でおはなしさせていただきたいと思います。重層支援の会議は、個別個別の案件を住宅課も入って相談をしているところです。そういった個別の案件を重ねていくことによって、こういう課題があるとか、それに対してこんな体制をとれるんじゃないかというものが見えてくると思うんです。その際にはですね、是非この協議会で、考え方が良いのか悪いのかアドバイスいただくようにしてまいりたいと考えております。
白川委員　はい、ありがとうございます。全国的に見ると居住支援協議会っていろんなスタイルのところがあって、居住支援協議会の事務局自体がもう個別ケースの対応をやっているようなところもあるんですが、本来的には居住支援協議会って名前のとおり協議の場ですので、個別にどうっていうよりも、先ほどお話ありましたとおり、やっぱりケースを積み重ねていく中で構造的に見えてくる部分とかもあると思いますので、そのあたりまた法改正も踏まえながらこの協議会の進行も議事も充実させていかなければいけないと思いますので、まだ時間的余裕あると思いますので是非ご検討のほどよろしくお願いします。
酒井会長　他、いかがでしょうか。
青田委員　青田と申します。今、白川先生の方からお話あった通り、セーフティネット法の改正法案で３つの柱があったと思うんですね。その中で、オーナー様の不安解消とか、入居中の方の支援、福祉の連帯強化の３つの柱があったと思います。で、１０年間で１０万戸の住居を提案、全部自治体でやりましょうという目標があるんですね。なので出来れば足立区の方でも、何かそういったことを努力していただけるようにしていただきたいので、資料９にあるように、家主向けのパンフレットを作成するっていうのはすごくありがたいことだと思いますし、私達も協力していきたいと思っておりますので、そんな中で一番最初の資料の中でアドバイスをして１３１件ありましたという資料が、戻って申し訳ないんですが、ありました。前回の資料に比べると２倍アドバイスの数が増えております。そういった方のアドバイスを先にしていただいた後、私達不動産業界団体がまた居住支援をできるってことは、とても水際でいろいろと選別している、選別って言葉は悪いですけども、こちらはこういう方に、こちらはこういうふうにとアドバイスしていただけるということと、今のまるごと福祉さん方の話がとても力強かったので、今後もこちらも一生懸命協力していきたいと思っています。
酒井会長　はい、他いかがでしょうか。それでは、他にご質問等ないようですね。
本日は福祉まるごと相談課の対象事業というものをお話いただきました。それを受けて思ったわけですけども、やはり相談件数が非常に増えてきている、住居確保に関してですね、増えてきてる中で、支援協議会の重要性が増しているなというふうに思います。また、設置要綱に関しても、今まではですね、協議というものがメインではあり、そういった所掌になっているわけですけれども、現実的にはこの協議会の方がですね、連携を視野に入れた課題についても検討していく会にするのかどうか、もしくは発信していくかどうか、そういった点も今後検討していく必要があるということが明らかになってきたっていうふうに思います。
本日は関係様々な方が参加していただいて、有意義な協議会になったと思います。今日はありがとうございました。では、事務局の方にお返ししたいと思います。
事務局　酒井会長、議事進行ありがとうございました。
本日はお忙しいところ、皆様ご出席いただきましてありがとうございました。これで本日の協議会は終了となりますが、委員の皆様に事務連絡がございます。次回の居住支援協議会でございますが、令和７年３月頃の開催を検討しております。改めて、日程調整及びご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、区から謝礼をお支払いする委員の方で、書類がまだお手元にある方は、お帰りの際に事務局にご提出ください。
最後に、お車でお越しの方がいらっしゃいましたら駐車券を準備しておりますのでお申し出ください。
それではこれにて第９回足立区居住支援協議会を終了とさせていただきます。本日は、ありがとうございました。
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